
 

 

 

 

 

年末年始も安全な航海を 

～ 年末年始特別警戒・安全指導 ～ 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間  

  平成２８年１２月１０日(土)から平成２９年１月１０日(火)まで 

  （重点期間：平成２８年１２月２１日(水)から平成２９年１月４日(水)まで） 

 

２ 重点対象 

・ 旅客船、カーフェリー、遊漁船 

・ 漁船 

・ 旅客ターミナル 

 

３ 指導事項 

① 事件・事故発生時の当庁への通報体制確保 

② 不審物・不審者への警戒の徹底 

③ 安全運航の徹底 

（見張りの徹底、ライフジャケットの着用、連絡手段の確保など） 

④ 事故防止対策・安全操業の徹底（乗船者の海中転落防止、保護具の着用など） 

⑤ 降雪・荒天時における保船対策の徹底 

 

４ 参考 

各海上保安部署において、年末年始

特別警戒・安全指導の実施に併せて出

動式を行う際には、実施日時及び内容

の詳細を各海上保安部署から別途ご案

内する予定です。 

 

解
禁
日
時 

新  聞 １１月２５日 夕刊 

テレビ・ラジオ 

インターネット 

１１月２５日 

午後２時 

【問い合わせ先】 

第八管区海上保安本部総務部総務課 

広報・地域連携室 

奥野 哲也・今出 高廣 

TEL 0773-76-4100（内線 2111・2117） 平成２８年１１月２４日 

第八管区海上保安本部 

昨年度の出動式の様子 

１２月１０日から１月１０日までの間（重点期間：１２月２１日～１

月４日）は、帰省による乗客の増加、悪天候による漁船海難の増加が予

想されることから、事件・事故の予防、発生時の通報体制の確保を目的

として、旅客船内やターミナルの警戒、事業者や船舶運航者への安全指

導を行います。 


